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児
島
湾
西
岸
新
田
の
用
水
に
関
す
る

歴
史
地
理
的
一
考
察

飛

田

雅

孝

lj: 

じ

め

水
田
農
業
に
お
け
る
濯
概
に
は
共
同
作
業
・
管
理
等
が
必
要
で
あ
り
、
村
落
内
部
或
い
は
村
落
相

E
聞
に
は
水
を
め
ぐ
る
様
々
な
関
係

が
生
む
る
。
そ
の
為
村
落
の
解
明
に
は
濯
概
が
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
側
面
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、

干
潟
に
開
発
さ
れ
た
新
田
は
古
田
の
用
水
の
流
末
に
あ
た
り
、
用
水
問
題
の
解
決
が
開
発
以
来
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
干
潟
干
拓
地
の

(
1
)
 

諸
問
題
を
用
水
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
一
事
例
と
し
て
児
島
湾
西
岸
に
開
発

さ
れ
た
旗
本
領
の
新
田
を
対
象
地
域
に
選
び
、
用
水
の
問
題
に
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。

(
2
)
 

児
島
湾
は
か
つ
て
「
干
拓
史
博
物
館
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
末
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
様
々
な
干
潟
干
拓
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ

た
地
で
あ
り
、
干
拓
史
、
干
拓
地
農
業
に
関
し
て
豊
富
な
問
題
を
提
供
し
、
今
ま
で
に
数
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
近
世

(

3

)

(

4

)

 

に
開
発
さ
れ
た
新
田
の
用
水
に
つ
い
て
も
、
喜
多
村
俊
夫
氏
に
よ
る
興
除
新
田
に
関
す
る
研
究
の
他
、
同
氏
に
よ
る
高
梁
川
十
二
ケ
郷
、



2 

(
5
)
(
6
)
 

同
八
ケ
郷
、
沢
所
組
に
関
す
る
各
々
の
研
究
の
中
で
、
各
々
の
井
組

と
下
流
と
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
児
島
湾
西
岸
の
新
田
に
言
及
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
依
れ
ば
、
興
除
新
田
で
は
、
上
流
が
他

領
の
村
々
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
、
用
水
問
題
を
幕
府
に
全
面
的

に
依
存
し
、
そ
の
結
果
、
高
梁
川
か
ら
直
接
取
水
す
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
、
児
島
湾
西
岸
の
新
田
と
八
ケ
郷
と
は
深
い
繋
り
が
あ
る
こ

と
、
沢
所
組
は
下
流
の
新
田
に
対
し
て
優
越
し
た
権
利
を
主
張
し
続

け
た
こ
と
等
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
 

と
こ
ろ
で
、
児
島
湾
西
岸
付
近
は
第
2
図
に
示
し
た
よ
う
に
天
領
、

藩
領
、
旗
本
領
等
の
所
領
が
入
り
組
ん
だ
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
は
児

島
湾
西
岸
付
近
の
新
田
の
開
発
者
、
開
発
資
本
、
新
国
営
農
等
、
個

(
8
)
 

々
の
新
田
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
更
に
所
領

の
違
い
は
用
水
問
題
に
も
関
係
し
て
い
て
、
新
田
の
用
水
引
水
を
一

層
困
難
に
さ
せ
て
い
る
。
興
除
新
田
の
場
合
は
、
幕
府
の
手
に
よ
り

(
実
際
に
は
倉
敷
代
官
が
中
心
で
あ
っ
た
)
、
時
に
は
強
行
手
段
を
用

い
て
解
決
し
た
こ
と
が
先
学
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
旗
本
領
の
新
田
の
場
合
を
も
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
島

18 
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湾
西
岸
の
新
田
に
お
け
る
所
領
の
違
い
と
用
水
問
題
と
の
関
係
が

層
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
し
て
、
新
田
と
古
村
が
一
円
領
内
で
あ
る
干
潟
干
拓
地
の
場
合

(
9
)
 

(
例
え
ば
、
熊
本
藩
八
代
平
野
、
萩
藩
西
浦
開
作
)
に
は
、
新
田
が

用
水
組
合
に
参
加
し
て
引
水
で
き
た
の
に
対
し
、
児
島
湾
西
岸
の
新

田
で
は
、
所
領
の
違
い
に
よ
る
用
水
引
水
の
困
難
さ
が
、
用
水
問
題

の
特
殊
な
一
面
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

旗
本
領
の
新
田
開
発
と
用
水
の
問
題
に
つ
い
て

(
叩
)

旗
本
領
の
新
田
は
八
ケ
郷
の
流
末
に
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世

紀
初
期
に
か
け
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
領
は
更
に
早
島
戸

川
家
領
、
帯
江
戸
川
家
領
と
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
新

田
の
開
発
時
に
お
け
る
用
水
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

承
応
元
年
(
一
六
五
二
)
に
開
発
さ
れ
た
早
島
戸
川
家
領
の
西
田

3 

村
は
「
:
:
新
田
成
就
仕
候
而
西
田
亀
山
申
合
御
両
領
御
代
官
様
江
茂

御
願
申
上
浜
村
除
水
三
四
ヶ
年
懸
見
申
候
得
共
荒
田
之
土
地
故
汐
出

強
く
水
不
足
仕
作
物
急
に
出
来
立
不
申
其
上
庭
瀬
様
よ
り
右
浜
水
帯

‘」一回、。 ち国間o15u(; 

児島湾酉岸付近の所領(文政 5年11月)第2図



4 

(
U
)
 

江
御
分
江
御
片
付
被
遊
候
に
付
八
九
年
之
間
一
向
種
子
程
之
作
毛
も
無
御
座
草
野
同
前
に
相
成
居
申
候
:
:
」
(
傍
点
筆
者
以
下
同
じ
)
と
あ

る
よ
う
に
、
開
発
当
初
は
八
ケ
郷
定
水
井
組
に
属
す
る
浜
村
の
余
水
を
用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
た
が
、
用
水
量
が
十
分
で
は
な
く
、
作

(ロ)

物
も
育
た
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
三
、
四
年
後
に
は
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
庭
瀬
戸
川
家
に
よ
り
同
時
に
開
発
さ
れ
た
帯
江

戸
川
家
領
亀
山
村
に
の
み
引
水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
西
田
村
で
は
用
水
源
と
し
て
山
を
一
つ
隔
て
た
沢
所
と
よ
ば
れ
る

沼
沢
地
に
注
目
し
、
「
・
:
奥
左
衛
門
(
西
田
村
の
開
発
人
の
一
人
)
悪
水
川
目
論
見
仕
其
頃
備
前
御
郡
奉
行
都
士
源
右
衛
門
殿
へ
近
寄
り
此

川
筋
被
仰
付
候
へ
ば
山
北
中
庄
表
水
損
場
所
一
統
物
立
候
様
相
成
下
郷
に
而
は
其
悪
水
を
用
水
に
取
用
御
両
領
様
御
為
之
段
申
立
数
度
御

(
臼
)

願
申
上
候
・
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
沢
所
の
大
半
を
所
領
と
し
て
い
た
岡
山
藩
に
対
し
て
、
沢
所
の
悪
水
を
排
除
す
る
川
を
開
削
し
、
そ
の

水
を
西
田
村
で
は
用
水
と
し
て
引
水
し
た
い
旨
を
何
度
か
願
い
出
た
が
、
岡
山
藩
は
「
:
・
御
他
領
義
故
御
取
上
も
無
御
座
六
七
ヶ
年
過
申

(
M
)
 

候
・
:
」
と
あ
る
よ
う
に
所
領
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
西
田
村
側
か
ら
開
削
す
る
こ
と
は
認
め
ず
、
そ
の
願
い
を
無
視
す
る
態
度
を
と
り

続
け
た
。
こ
の
た
め
西
田
村
は
、
用
水
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
開
発
後
四
年
近
く
作
物
の
育
た
な
い
荒
地
同
然
の
地
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
寛
文
三
年
(
一
六
六
三
)
に
岡
山
藩
の
手
に
よ
り
六
間
川
が
開
削
さ
れ
、
西
田
村
は
こ
の
水
を
用
水
と
し
て
引
水
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
用
水
問
題
は
一
応
解
決
さ
れ
た
。

(
日
)

高
沼
村
は
、
寛
文
四
年
(
一
六
六
四
)
に
早
島
、
帯
江
両
戸
川
家
が
共
同
で
開
発
を
試
み
た
が
、
用
水
の
不
足
、
潮
防
け
の
堤
防
の
決

(
凶
)
壊
の
為
に
失
敗
に
終
っ
た
。
延
宝
四
年
(
一
六
七
六
)
に
再
び
開
発
が
行
な
わ
れ
、
潮
除
け
の
堤
は
築
造
さ
れ
た
も
の
の
、
用
水
に
関
し

て
は
「
・
:
元
禄
六
酉
年
に
古
開
北
割
に
用
水
川
掘
り
水
渡
り
翌
成
年
よ
り
稲
付
き
尤
早
島
西
新
田
村
(
西
田
村
の
こ
と
)
水
取
先
小
堤
内

中
間
古
聞
に
稲
植
付
申
候
元
禄
十
丑
年
に
大
角
十
丁
分
不
残
用
水
川
掘
並
に
堤
築
添
上
置
仕
夫
よ
り
段
々
物
立
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
村

内
に
用
水
路
が
整
い
、
村
内
全
域
に
西
田
村
の
余
水
が
行
き
渡
り
、
作
物
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
再
開
発
よ
り
二
十
年
余
り
経
た



(
凶
)

元
禄
十
年
(
一
六
九
七
)
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
更
に
元
禄
十
二
年
(
一
六
九
九
)
に
は
六
間
川
に
底
樋
を
入
れ
、
浜
村
の
悪
水
排
除

川
で
あ
る
浜
川
の
水
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
西
田
村
の
余
水
、
浜
川
の
水
で
は
不
足
勝
ち
だ
っ
た
と
み
え
、
宝
永
二
年
(
一

七
O
五
)
に
は
、
高
沼
用
水
と
し
て
倉
敷
川
西
岸
の
伯
楽
市
他
四
カ
村
の
排
水
川
で
あ
る
広
瀬
川
の
水
を
倉
敷
川
に
底
樋
を
入
れ
て
引
水
す

児島湾西岸新田の用水に関する歴史地理的一考察

る
計
画
が
た
て
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
に
倉
敷
村
は
、
底
樋
は
倉
敷
川
の
通
船
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
倉
敷
新
田
で
は
用
水
不
足
の
年
に
は(凶
)

広
瀬
川
の
水
を
用
水
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
反
対
し
た
が
、
倉
敷
代
官
が
両
村
聞
に
入
り
、
高
沼
村
に
口
添
え
を
し
、

(

剛

山

)

倉
敷
村
は
そ
の
計
画
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
宝
永
三
年
(
一
七

O
六
)
に
高
沼
村
か
ら
倉
敷
村
に
「
証
文
」
が
差
し
出
さ
れ
た
。
こ
の

(
幻
)

用
水
路
に
つ
い
て
は
後
年
の
明
細
帳
等
の
文
書
に
記
載
が
な
く
、
現
在
そ
の
遺
構
も
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
開
削
さ
れ
た
か
否
か

疑
わ
し
い
が
、
高
沼
村
の
用
水
不
足
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。

早
島
沖
新
田
、
帯
江
沖
新
田
は
、
宝
永
四
年
(
一
七

O
七
)
に
開
発
さ
れ
、
旗
本
領
最
後
の
新
田
に
あ
た
る
。
後
者
の
内
、
海
岸
寄
り

(
忽
)

の
地
に
関
す
る
鍬
下
年
季
の
文
書
の
中
に
「
・
:
右
書
面
之
通
鍬
下
年
季
御
免
被
仰
付
可
被
下
候
尤
用
水
行
届
不
申
義
有
之
候
は
J

鍬
下
年

数
御
増
可
被
下
候

E
又
自
然
畑
に
相
成
候
は
J

右
銀
高

(
H
H
地
代
銀
)
之
内
四
ツ
引
に
可
被
仰
付
候
:
・
」
と
あ
り
、
用
水
の
供
給
に
不
安

を
残
し
た
ま
ま
開
発
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
為
新
田
が
畑
に
な
る
こ
と
す
ら
予
想
さ
れ
て
い
る
。
両
村
で
は
開
発
の
翌
年
に
東
高
梁
川
左
岸

の
酒
樟
村
に
新
樋
を
設
け
、
東
高
梁
川
か
ら
直
接
取
水
し
た
い
こ
と
を
上
流
の
村
に
願
い
出
た
が
、
浜
村
は
新
樋
を
据
え
る
場
所
が
砂
地

で
あ
り
、
洪
水
時
に
堤
が
切
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
浜
村
地
内
に
用
水
路
が
開
削
さ
れ
る
と
そ
の
付
近
の
団
地
に
迷
惑
が
及
ぶ
こ
と

(
幻
)

等
の
理
由
を
あ
げ
、
そ
の
計
画
を
断
念
さ
せ
る
よ
う
倉
敷
代
官
に
訴
え
た
。
酒
津
村
、
倉
敷
村
も
各
々
の
反
対
の
意
向
を
示
し
た
た
め
に
、

結
局
東
高
梁
川
か
ら
直
接
取
水
す
る
と
い
う
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

5 

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
旗
本
領
の
新
田
で
は
、
開
発
時
に
・
お
い
て
用
水
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
田
と
古
田



6 

(

刷

出

)

と
い
う
立
場
の
相
違
に
基
く
、
ご
く
当
然
の
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
新
田
と
上
流
の
村
々
の
所
領
の
違
い
、
特
に
、
八
ケ
郷
、
沢
所
組
の

村
々
は
岡
山
藩
、
天
領
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

一
層
そ
の
困
難
さ
を
助
長
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

用
水
引
水
に
つ
い
て
の
天
領
の
村
々
の
有
利
さ
、
代
官
の
力
の
強
さ
は
、
八
ケ
郷
、
沢
所
組
の
各
々
の
内
部
に
お
け
る
関
係
で
も
明
ら
か

(

お

)

(

お

)

で
あ
る
。
ま
た
、
興
除
新
田
の
場
合
、
そ
の
用
水
は
天
領
、
他
の
藩
領
、
旗
本
領
と
所
領
の
違
う
村
々
を
経
る
為
に
、
開
発
の
主
体
で
あ

っ
た
岡
山
藩
は
用
水
に
関
し
て
は
幕
府
の
力
に
全
面
的
に
依
存
し
、
実
際
に
は
倉
敷
代
官
が
上
流
の
村
々
の
説
得
を
行
い
、
高
梁
川
か
ら

(
幻
)

直
接
取
水
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
早
島
沖
、
帯
江
沖
新
田
の
場
合
、
浜
、
酒
港
、
倉
敷
と
い
う
天
領
の
村
々
の
反

対
の
背
後
に
倉
敷
代
官
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
高
沼
用
水
の
場
合
、
倉
敷
代
官
の
口
添
え
の

内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
あ
っ
た
為
に
倉
敷
村
へ
の
「
証
文
」
提
出
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

西
田
村
で
は
、
沢
所
の
悪
水
を
用
水
と
す
る
為
の
川
の
開
削
計
画
を
岡
山
藩
に
願
い
出
て
も
、
全
く
無
視
さ
れ
続
け
た
。
こ
れ
は
、
岡

山
藩
領
輿
除
新
田
の
場
合
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。
血
(
除
新
田
も
西
田
村
同
様
、
沢
所
の
悪
水
を
用
水
の
一
部
と
す
る
為
に
東
六
関
川
の
流

末
に
新
川
開
削
の
計
画
が
た
て
ら
れ
た
が
、
沢
所
の
大
半
が
岡
山
藩
領
、
天
領
(
新
田
開
発
を
支
援
し
て
い
た
倉
敷
代
官
の
支
配
地
)
で

(
お
)

あ
り
、
若
干
の
旗
本
領
が
あ
っ
た
が
、
反
対
の
余
地
が
な
く
、
沢
所
組
か
ら
の
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六
間
川
と
浜
川
に
つ
い
て

旗
本
領
の
新
田
は
開
発
時
に
用
水
引
水
が
困
難
で
あ
り
、
用
水
を
得
る
の
に
か
な
り
の
年
月
を
要
し
た
が
、
そ
の
用
水
は
沢
所
の
排
水

路
で
あ
る
六
間
川
、
浜
村
の
排
水
路
で
あ
る
浜
川
か
ら
の
水
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
上
郷
の
悪
水
で
あ
っ
た
。

六
間
川
は
、
ニ
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
沢
所
の
排
水
を
目
的
と
し
て
開
削
さ
れ
た
川
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
開
削
前
に
開
発
さ
れ
た
西
田



村
、
亀
山
村
は
そ
の
水
を
用
水
と
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
取
水
に
際
し
て
沢
所
組
の
村
々
と
の
聞
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
規
約
は

(
お
)

不
明
の
点
が
多
い
が
、
後
年
の
文
書
に
依
れ
ば
「
:
・
此
川
筋

(
l六
間
川
)
関
戸
二
ケ
所
水
門
二
ケ
所
橋
台
何
ケ
所
之
外
於
永
代
壱
本
も
立

申
間
敷
規
定
之
手
形
為
取
替
・
:
」
と
悪
水
が
流
れ
る
の
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
行
な
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
六
間
川
は
沢

児島湾西岸新田の用水に関する歴史地理的一考察

所
の
排
水
を
第
一
義
と
し
た
川
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
元
禄
十
二
年
(
一
六
九
九
)
に
幅
員
拡
張
、
宝
永
四
年
(
一
七

O
七
)
に
潮

(
初
)

除
け
水
門
の
移
動
が
各
々
行
な
わ
れ
た
時
に
も
、
下
流
の
新
国
側
か
ら
沢
所
組
に
宛
て
た
「
証
文
」
の
中
で
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
誓
約

さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
水
門
の
開
閉
権
は
沢
所
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
、
元
禄
十
二
年
の
場
合
に
は
、
幅
員
拡
張
と
共
に
六
間
川

に
底
樋
を
据
え
、
浜
川
の
水
を
高
沼
村
に
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
六
関
川
の
疎
通
を
生
ず
る
時
に
は
い
つ
で
も
沢
所
組
か
ら
底

樋
を
撤
回
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
、
宝
永
四
年
の
場
合
に
は
、
六
間
川
の
流
末
は
海
辺
ま
で
従
来
通
り
に
草
野
に
し
て
お
き
、
新
田

開
発
を
行
わ
な
い
こ
と
等
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
沢
所
組
は
下
流
の
新
田
に
対
し
て
有
利
な
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
六
間
川
か
ら
直
接
取
水
で
き
た
村
は

(
況
)

間
川
筋
樋
所
多
御
座
候
へ
共
用
水
樋
と
申
す
は
西
田
村
三
ケ
所
亀
山
村
一
ケ
所
両
村
四
ケ
所
之
外
は
無
御
座
候
・
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
六

--， . . . 
ム

ノ、

間
川
開
削
前
に
開
発
さ
れ
た
西
田
村
、
亀
山
村
の
二
村
に
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
以
後
に
開
発
さ
れ
た
新
田
は
、
例
え
ば
高
沼
村
の
場
合

(
泥
)

「
・
:
惣
市
悪
水
川

(
H
H
六
関
川
)
之
水
高
沼
新
田
ヘ
少
も
渡
し
不
申
候
・
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
六
間
川
か
ら
直
接
取
水
す
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
新
田
は
西
田
村
の
余
水
に
依
存
し
て
い
た
。
「
猶
当
村
(
H
H
西
田
村
)
之
余
水
は
早
島
東
西
壱
分
番
両
前

(
お
)

潟
壱
番
両
高
沼
高
須
賀
壱
番
沖
新
田
壱
番
右
四
ケ
所
村
々
へ
相
渡
し
申
候
仰
之
元
禄
年
中
よ
り
余
水
道
出
来
仕
候
:
・
」
と
あ
る
よ
う
に
、

古
村
で
あ
る
早
島
東
三
ケ
村
、
同
西
三
ケ
村
、
新
田
で
あ
る
前
潟
、
高
沼
、
高
須
賀
、
早
島
沖
新
田
の
各
村
が
西
田
村
の
余
水
を
引
水
し

7 

て
い
た
。
西
田
村
は
こ
れ
ら
の
村
々
に
対
し
て
優
越
し
た
水
利
権
を
有
し
て
い
た
。
即
ち
、
元
禄
年
間
よ
り
先
述
し
た
村
々
が
西
田
村
の



8 

余
水
を
引
水
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
西
田
村
で
は
夏
に
度
々
水
が
不
足
し
、
上
流
か
ら
貰
い
水
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
御
礼

(
M
A
)
 

と
し
て
贈
り
物
を
上
流
の
村
々
に
贈
っ
た
が
、
そ
の
費
用
は
右
に
あ
げ
た
村
々
が
払
っ
た
。
ま
た
、
六
間
川
の
川
波
、
藻
引
等
の
費
用
も

「
・
:
水
下
村
々
よ
り
相
排
へ
来
り
申
候
然
而
右
西
田
村
に
て
は
入
用
相
構
不
申
候
入
用
相
構
候
徐
水
組
村
々
左
の
知
し
一
堂
口
東

(
7
7
)
(
お
)

早
沖
新
田
し
と
あ
る
よ
う
に
、
余
水
を
引
水
す
る
村
々
が

萱
口

前
潟
村

者
品
口

高
沼
高
須
賀

霊
口

西
六
箇
村

全
て
の
費
用
を
負
担
し
、
西
田
村
は
全
く
負
担
を
し
な
か
っ
た
。
更
に
、
享
和
三
年
(
一
八

O
三
)
の
六
間
川
底
掘
り
の
時
の
費
用
は
、

六
間
川
沿
い
の
村
々
(
五
日
市
、
二
日
市
、
加
須
山
、
亀
山
、
有
城
)
、
羽
島
村
の
他
、
西
田
村
の
余
水
を
受
け
て
い
た
新
田
村
が
負
担
を

(
お
)

し
、
西
田
村
は
六
間
川
に
面
し
、
用
水
を
取
水
し
て
い
な
が
ら
も
、
費
用
の
負
担
を
全
く
行
わ
な
か
っ
た
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

六
間
川
は
上
郷
に
あ
た
る
沢
所
組
が
強
い
権
利
を
有
し
て
い
た
。
下
流
の
新
田
で
は
、
西
田
村
を
用
水
元
と
し
て
そ
の
余
水
を
受
け
て
い

た
。
そ
の
た
め
西
田
村
は
そ
れ
ら
の
新
田
に
対
し
て
優
越
し
た
水
利
権
を
有
し
て
い
た
。

次
に
、
浜
川
で
あ
る
が
、
こ
の
川
は
八
ケ
郷
定
水
川
の
末
流
で
あ
り
、
元
来
は
浜
村
の
悪
水
を
排
除
す
る
為
の
小
川
で
あ
っ
た
。
下
流

に
新
田
が
開
発
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
西
田
村
、
亀
山
村
、
高
沼
村
等
の
用
水
川
と
し
て
の
意
義
も
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

(
幻
)

早
島
沖
新
田
、
帯
江
沖
新
田
が
開
発
さ
れ
た
時
に
、
従
来
の
小
川
で
は
新
田
末
端
ま
で
用
水
を
送
る
こ
と
が
無
理
だ
っ
た
と
み
え
、
新
田

側
か
ら
上
流
の
浜
、
大
島
村
に
川
幅
を
広
げ
た
い
旨
が
願
い
出
さ
れ
た
。
浜
、
大
島
村
は
、
浜
川
を
自
由
に
通
船
で
き
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
そ
の
願
い
を
認
め
、
小
川
は
幅
四
聞
に
切
り
広
げ
ら
れ
、
下
流
の
新
田
の
用
水
川
と
な
っ
た
。

浜
川
か
ら
用
水
を
得
て
い
た
村
々
は
、
羽
島
、
加
須
山
、
亀
山
、
高
沼
、
早
島
沖
新
田
、
帯
江
沖
新
田
の
六
カ
村
で
あ
り
、
六
ケ
村
浜

川
井
組
を
組
織
し
た
。
安
永
五
年
(
一
七
七
六
)
に
、
浜
村
の
百
姓
が
困
窮
し
た
為
に
、
本
来
な
ら
ば
浜
村
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
個
所

の
川
波
え
が
で
き
ず
、
下
流
に
水
が
落
ち
な
く
な
っ
た
。
六
カ
村
は
浜
村
に
対
し
て
再
三
川
波
え
を
行
う
よ
う
に
願
い
出
た
が
、
浜
村
は



(
お
)

そ
れ
に
必
要
な
費
用
を
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
六
カ
村
が
そ
の
費
用
を
浜
村
に
給
し
、
川
波
え
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
寛
政
十
一
(
鈎
)

そ
の
訴
状
に

児島湾西岸新田の用水に関する歴史地理的一考察

年
(
一
七
九
九
)
に
、
浜
村
が
浜
川
を
せ
き
止
め
、

「
右
川
筋

(
H
H
浜
川
)
之
儀
者
余
程
之
地
代
米
差
上
勿
論
水
取
料
ト
シ
テ
例
年
弐
拾
弐
俵
ヅ
ツ
差
出
シ
掘
次
イ
夕
、
ン
候
節
ヨ
リ
両
沖
新
田

之
内
ニ
市
水
道
地
ト
唱
凡
弐
町
余
モ
相
渡
置
候
:
・
」
と
あ
り
、
「
余
程
之
」
、
「
二
町
余
モ
L

と
い
う
言
葉
に
は
あ
る
程
度
の
誇
張
が
あ
る
に

用
水
を
下
流
に
送
ら
な
か
っ
た
為
に
、

六
カ
村
は
訴
訟
に
及
ん
だ
。

し
で
も
、
水
取
料
の
他
に
田
地
を
差
し
出
す
と
い
う
、
か
な
り
の
代
償
を
払
っ
て
用
水
を
得
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
旗
本
領
の
新
田
で
は

井
組
が
形
成
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
浜
村
の
悪
水
が
用
水
源
で
あ
り
、
浜
村
と
の
関
係
が
悪
化
せ
ぬ
よ
う
に
か
な
り
の
負
担
を
し
て
用

水
を
得
て
い
た
。

固

お

わ

以
上
、
児
島
湾
西
岸
の
旗
本
領
の
新
田
の
用
水
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
新
田
で
は
開
発
時
に
用
水
を
引
水
す
る
の
に
困
難

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
古
村
と
新
田
と
い
う
立
場
の
相
違
に
基
く
と
い
う
、
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
所
領
の
違
い
、
倉
敷
代
官

の
存
在
と
い
う
も
の
が
用
水
引
水
の
困
難
さ
を
一
層
助
長
し
た
。
そ
の
為
、
旗
本
領
の
新
田
で
は
用
水
引
水
に
か
な
り
の
年
月
を
要
し
、

そ
の
用
水
も
上
郷
に
加
入
し
、
高
梁
川
か
ら
直
接
引
水
す
る
も
の
で
は
な
く
、
沢
所
組
の
悪
水
、
八
ケ
郷
定
水
井
組
の
悪
水
で
あ
り
、
引

水
に
は
か
な
り
の
代
償
を
伴
っ
て
い
た
。
ま
た
、
上
郷
に
従
属
す
る
関
係
を
続
け
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
興
除
新
田
の
場
合
は
、
旗
本
領
の
新
田
の
地
先
に
開
発
さ
れ
た
と
い
う
位
置
の
悪
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
用
水
問
題

は
、
倉
敷
代
官
の
力
や
上
郷
の
大
半
が
同
じ
所
領
の
村
々
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
開
発
と
同
時
に
用
水
を
得
る
こ
と
が
で

9 

き
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
児
島
湾
西
岸
の
新
田
に
お
け
る
用
水
問
題
は
、
所
領
の
違
い
に
関
係
が
深
く
、
他
の
干
潟
干
拓
地
と
は
異
な
っ
た
一
面

を
も
っ
て
い
た
。

注
(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

4 

藤
岡
謙
二
郎
編
『
歴
史
地
理
・
郷
土
地
理
(
人
文
地
理
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
)
』
(
大
明
堂
)
一
九
五
八
一
三
六
頁

石
田
寛
・
河
野
通
博
「
児
島
湾
干
拓
史
研
究
上
の
問
題
点
」
『
地
理
』
二
|
一
一
九
五
七
一
一
三
頁

喜
多
村
俊
夫
「
備
前
興
除
新
田
に
お
け
る
新
開
田
と
用
水
問
題
」
『
日
本
濯
減
水
利
慣
行
の
史
的
研
究
各
論
篇
』

一
九
七
三
所
収

喜
多
村
俊
夫
「
備
中
高
梁
川
十
二
ケ
郷
の
特
質
」
『
日
本
滋
減
水
利
慣
行
の
史
的
研
究
各
論
篇
』
(
岩
波
書
庖
)

wλ 
du勺喜
多
村
俊
夫
市
備
中
八
ケ
郷
に
お
け
る
分
水
を
中
心
と
す
る
井
郷
組
織
の
特
質
」
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
山

一
九
七
コ
一

喜
多
村
俊
夫
「
治
水
と
滋
概
・
開
発
l
備
中
沢
所
組
に
お
け
る
用
・
悪
水
問
題
|
」
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
山

九

一

九

七

二

所
領
は
、
文
政
五
年
十
一
月
「
備
前
園
児
島
海
附
洲
御
新
開
用
水
古
地
村
前
字
雁
股
ニ
而
西
川
分
水
東
川
江
増
水
八
ケ
郷
以
樋
通
御
引

入
御
仕
法
古
田
上
下
井
組
古
形
仕
来
明
細
書
」
同
「
備
前
園
児
嶋
海
附
洲
御
新
開
用
水
古
地
村
前
字
雁
股
ニ
而
西
川
分
水
東
川
江
増

水
八
ケ
郷
弘
樋
江
引
入
右
水
道
子
位
庄
村
地
内
ニ
而
定
水
番
水
両
川
江
幅
壱
間
新
井
路
掘
割
新
樋
御
普
請
古
田
井
組
御
普
請
所
古
形
仕

来
明
細
書
」
永
山
卯
三
郎
『
倉
敷
市
史
』
一
九
六

O

第

七

巻

所

収

他

に

よ

る

ま
た
、
村
境
は
明
治
中
期
の
地
籍
図
に
よ
り
便
宜
的
に
記
入
し
た
。
実
際
に
は
、
例
え
ば
中
之
庄
村
の
内
辻
村
、
中
島
村
は
「
辻
村

中
島
村
の
儀
は
備
前
領
別
府
村
中
田
村
吉
田
村
人
舎
の
村
方
故
:
・
」
(
文
政
五
年
六
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
」
中
村
常
三
郎

『
八
ケ
郷
用
水
史
』
一
九
二
七
七
六
頁
)
と
あ
り
、
高
沼
村
も
「
当
村
早
島
御
領
分
帯
江
御
領
分
入
組
に
て
半
分
宛
に
分
り
居

申
場
所
境
目
書
面
に
委
縮
に
分
り
が
た
く
候
」
(
「
高
沼
村
新
田
開
発
己
来
謂
古
書
」
帯
江
村
『
帯
江
村
史
』
一
九
五
七
所
収
)

(
岩
波
書
底
)

九
七

所

5 

史
学
二
十

(
6
)
 

史
学
十

(
7
)
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(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

と
あ
る
よ
う
に
村
内
に
所
領
の
入
り
組
み
が
あ
っ
た
。

岡
山
県
『
岡
山
県
の
歴
史
』
一
九
六
二
三
六
二

l
三
頁

菊
地
利
夫
『
新
田
開
発
』
(
上
)
(
古
今
書
院
)
一
九
五
八
一
六
二

l
三
頁

八
ケ
郷
は
、
中
世
末
に
字
喜
多
堤
が
築
造
さ
れ
た
時
に
開
発
さ
れ
た
新
田
を
中
心
と
す
る
用
水
井
組
で
、
天
正
十
三
年
(
一
五
八
五
)

に
成
立
し
た
。
こ
の
井
組
は
、
酒
津
村
に
樋
を
設
け
、
東
高
梁
川
か
ら
直
接
取
水
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
井
組
は
、
定
水
川
に
よ
り

配
水
す
る
定
水
井
組
、
番
水
川
に
よ
り
配
水
す
る
番
水
井
組
に
分
か
れ
て
い
た
。
前
掲

(
5
)
参
照

寛
政
七
年
「
西
田
村
明
細
書
上
」
永
山
卯
三
郎
『
倉
敷
市
史
』
一
九
六

O

第
十
三
巻
所
収

早
島
戸
川
家
、
帯
江
戸
川
家
は
共
に
寛
永
五
年
(
一
六
一
一
八
)
に
こ
の
庭
瀬
戸
川
家
よ
り
前
者
は
三
四

O
O石
、
後
者
は
三
三

O
O石

の
地
を
児
島
湾
西
岸
を
中
心
に
分
知
さ
れ
た
。

前
掲
(
日
)

前
掲

(
U
)

前
掲

(
8
)
三
六
三
頁
な
お
、
高
沼
村
付
近
が
高
梁
川
か
ら
の
引
水
限
界
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
与
島
戸
川
役
所
日
記
写
」
早
島
町
『
早
島
町
史
』
一
九
五
五
所
収

「
高
沼
村
新
田
開
発
巳
来
謂
古
書
」
帯
江
村
『
帯
江
村
史
』
一
九
五
七
所
収

中
村
常
三
郎
『
八
ケ
郷
用
水
史
』
一
九
二
七
一

O
O頁

三
宅
千
秋
「
備
中
の
新
田
開
発
」
岡
山
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
『
岡
山
県
農
業
土
木
史
』
一
九
六
六
四

O
一一良

永
山
卯
三
郎
『
倉
敷
市
史
』
一
九
六

O

第

五

巻

所

収

前
掲
(
日
)
四

O
一二頁

「覚
L

早
島
町
『
早
島
町
史
』
一
九
五
五
所
収

「
御
尋
ニ
付
申
上
ル
口
上
」
永
山
卯
三
郎
『
倉
敷
市
史
』
一
九
六

O

第
五
巻
所
収

沢
所
の
排
水
を
目
的
と
し
た
川
は
寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)
に
も
沢
所
か
ら
東
方
へ
開
削
さ
れ
(
東
六
関
川
)
、
こ
の
結
果
、
沢
所
に

あ
る
十
九
カ
村
か
ら
な
る
用
・
排
水
組
合
で
あ
る
沢
所
組
が
成
立
し
た
。
前
掲

(
6
)
参
照

前
掲

(
5
)
九
七
頁
、
一

O
O頁
前

掲

(
6
)
二
五
七
頁

(
口
)
(ロ)

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 25 
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(
部
)

(
幻
)

(
泊
)

(
却
)

(
却
)

(
況
)

(
泣
)

前
掲

(
3
)
五
八
四
l
五
頁

前
掲

(
3
)
五
八
八
頁
五
九
五
l
六
頁

前
掲

(
6
)
二
六

O
頁

前
掲
(
日
)

前
掲
(
日
)

前
掲

(
U
)

前
掲
(
却
)
の
元
禄
十
二
年
の
「
証
文
」
よ
り
。
宝
永
四
年
の
「
証
文
」
で
も
「
・
:
此
度
一
之
水
門
下
申
迫
も
高
沼
新
田
へ
用
水
全
仕

間
敷
候
:
・
」
と
同
様
な
こ
と
が
誓
約
さ
れ
て
い
る
。

前
掲

(
U
)

前
掲
(
日
)

「
六
関
川
入
費
割
賦
方
」
中
村
常
三
郎
『
八
ケ
郷
用
水
史
』
一
九
二
七
所
収

「
享
和
三
奨
亥
年
二
月
六
関
川
筋
底
掘
仕
様
」
帯
江
村
『
帯
江
村
史
』
一
九
五
七
所
収

こ
の
こ
と
を
直
接
裏
付
け
る
史
料
は
な
い
が
、
前
掲
(
日
)
の
指
摘
か
ら
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

「
仕
渡
ス
証
文
之
事
」
帯
江
村
『
帯
江
村
史
』
一
九
五
七
所
収

「
乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
奉
申
上
候
」
帯
江
村
『
帯
江
村
史
』
一
九
五
七

(
お
)

(
筑
)

(
お
)

(
お
)

(
幻
)

(
お
)

(
却
)

戸庁
収

(
大
学
院
学
生
)


